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第 ４ 回   熊本県議会  経済環境常任委員会会議記録 

 

令和４年９月30日(金曜日) 

            午前９時58分開議 

            午前10時11分休憩 

午前10時16分開議  

            午前11時16分休憩 

午前11時20分開議 

午前11時41分閉会        

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 議案第１号 令和４年度熊本県一般会計補

正予算(第６号） 

 議案第３号 専決処分の報告及び承認につ

いてのうち 

 議案第11号 熊本地震震災ミュージアム中

核拠点施設条例の制定について 

 議案第14号 財産の処分について 

 議案第15号 財産の処分について 

 議案第16号 財産の処分について 

 議案第17号 財産の処分について 

 議案第18号 財産の処分について 

 報告第12号 公益財団法人水俣・芦北地域

振興財団の経営状況を説明する書類の

提出について 

 報告第13号 公益財団法人熊本県環境整備

事業団の経営状況を説明する書類の提

出について 

 報告第14号 一般財団法人熊本テルサの経

営状況を説明する書類の提出について 

 報告第15号 公益財団法人熊本県雇用環境

整備協会の経営状況を説明する書類の

提出について 

 報告第16号 希望の里ホンダ株式会社の経

営状況を説明する書類の提出について 

 報告第17号 公益財団法人くまもと産業支

援財団の経営状況を説明する書類の提

出について 

 報告第18号 一般財団法人熊本県起業化支

援センターの経営状況を説明する書類

の提出について 

 報告第19号 株式会社テクノインキュベー

ションセンターの経営状況を説明する

書類の提出について 

 報告第20号 一般財団法人熊本県伝統工芸

館の経営状況を説明する書類の提出に

ついて 

 閉会中の継続審査事件(所管事務調査）に

ついて 

報告事項 

①新型コロナウイルス感染症による熊 

 本県経済への影響等に関する共同調 

 査等の結果について 

   ――――――――――――――― 

出 席 委 員(８人） 

        委 員 長 中 村 亮 彦 

        副委員長 荒 川 知 章 

        委  員 鎌 田   聡 

        委  員 吉 永 和 世 

        委  員 髙 野 洋 介 

        委  員 橋 口 海 平 

        委  員 竹 﨑 和 虎 

        委  員 堤   泰 之 

欠 席 委 員(なし） 

委員外議員(なし） 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 環境生活部 

         部  長 小 原 雅 之 

       政策審議監 横 尾 徹 也 

医 監 山 口 喜久雄 

        環境局長 波 村 多 門 

      県民生活局長 永 江 昌 二 

     環境政策課長 江 橋 倫 明 
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     水俣病保健課長 入 田 秀 喜 

     水俣病審査課長 枝 國 智 子 

    環境立県推進課長 吉 澤 和 宏 

      環境保全課長 村 岡 俊 彦 

      自然保護課長 蓑 田 公 彦 

    循環社会推進課長 福 原 彰 宏 

  くらしの安全推進課長 東 田 智 裕 

      消費生活課長 福 永 公 彦           

男女参画・協働推進課長 板 橋 麻 里 

    人権同和政策課長 鈴   和 幸 

 商工労働部 

部 長 三 輪 孝 之 

政策審議監 

兼商工雇用創生局長 上 田 哲 也 

産業振興局長 内 藤 美 恵 

商工政策課長 津 川 知 博  

商工振興金融課長 篠 田   誠 

首席審議員 

兼労働雇用創生課長 工 藤 真 裕 

産業支援課長 辻 井 翔 太 

エネルギー政策課長 岡 山 公 明 

企業立地課長 工 藤   晃 

観光戦略部 

部 長 原 山 明 博 

政策審議監 府 高   隆 

観光交流政策課長 久 原 美樹子 

観光企画課長 川 㟢 典 靖 

観光振興課長 石 井 利 幸 

首席審議員    

兼販路拡大ビジネス課長 前 田   隆 

 企業局 

局 長 竹 田 尚 史 

総務経営課長 亀 丸 明 弘 

工務課長 伊 藤 健 二 

労働委員会事務局            

局 長 吉 野 昇 治 

審査調整課長 舟 津 紀 明 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

       議事課主幹 山 本 さおり 

     政務調査課主幹 近 藤 隆 志 

――――――――――――――― 

  午前９時58分開議 

○中村亮彦委員長 ただいまから第４回経済

環境常任委員会を開会いたします。 

 なお、本日の委員会はインターネット中継

を行っておりますので、委員並びに執行部に

おかれましては、発言内容が聞き取りやすい

ように、マイクに向かって明瞭に発言いただ

きますようお願いします。 

 それでは、本委員会に付託された議案等を

議題とし、これについて審査を行いますが、

今回も新型コロナウイルス感染症対策とし

て、３密を防ぐため、次第に記載の２つのグ

ループに分けて、議案等に関する説明を求め

ることとしております。 

 まず、環境生活部の議案の審査を行い、休

憩を挟みまして、商工労働部、観光戦略部の

議案の審査を行います。その後、再度休憩を

挟みまして、付託議案の採択を行います。 

 それでは、環境生活部の議案についての説

明をお願いしますが、説明は、効率よく進め

るために、着座のまま簡潔に行ってくださ

い。 

 それでは、環境生活部長から総括説明を行

い、続いて、担当課長から順次説明をお願い

します。 

 初めに、小原環境生活部長。 

 

○小原環境生活部長 環境生活部の議案等の

説明に入ります前に、７月の管外視察につき

まして、執行部を代表してお礼を申し上げま

す。 

 委員長はじめ委員の皆様には、大変お忙し

い中、ゼロカーボンパークに登録された支笏

湖ビジターセンター、北海道最大のスタート

アップ支援施設等を運営している北海道新聞

社、官民共同で観光客の滞在時間延長に取り

組んでいる小樽観光協会等を御視察いただ

き、誠にありがとうございました。 
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 私ども執行部も同行させていただきました

が、視察で学びましたことを今後の施策の中

にしっかり生かしてまいりたいと思っており

ます。 

 次に、地方消費者行政に関する対応につい

て御報告いたします。 

 ６月の本委員会で審議され採択されており

ます地方消費者行政に対する財政支援(交付

金等)の継続・拡充を求める意見書につきま

して、８月４日に、溝口議長及び髙野副議長

が消費者庁の赤池副大臣を訪問され、直接意

見書を手渡された上で、財政力の弱い自治体

においても引き続き消費生活相談員を配置で

きるよう財政措置の充実が必要などと要望さ

れ、意見交換がなされました。副大臣から

は、厳しい財政状況だが、地方の声として受

け止めるとの御発言がありました。 

 今後とも、国の予算措置の状況も注視しな

がら、消費者行政の推進、充実に努めてまい

ります。 

 それでは、環境生活部関係議案の概要につ

きまして御説明申し上げます。 

 今回提出しております議案は、予算関係１

件、報告２件でございます。 

 委員会説明資料、１ページをお願いいたし

ます。 

 第１号議案、令和４年度熊本県一般会計補

正予算でございます。 

 自然保護課で３万円余の増額をお願いして

おります。 

 この内容は、豚熱感染に係る野生イノシシ

対策事業の国庫支出金返納に要する経費でご

ざいます。 

 そのほか、公益財団法人水俣・芦北地域振

興財団等、県出資団体の経営状況の報告が２

件ございます。 

 詳細につきましては、関係課長が説明いた

しますので、御審議のほどよろしくお願い申

し上げます。 

 

○中村亮彦委員長 続いて、担当課長から順

次説明をお願いします。 

 

○江橋環境政策課長 環境政策課でございま

す。 

 説明資料の３ページをお願いいたします。 

 報告第12号、公益財団法人水俣・芦北地域

振興財団の経営状況を説明する書類の提出に

ついてでございます。 

 これにつきまして、別冊の法人の経営状況

を説明する書類のインデックス番号１番で説

明させていただきます。 

 １ページをお願いいたします。 

 当財団の沿革でございますけれども、水

俣・芦北地域の再生、振興に関する事業や国

の施策に基づいた金融支援を行うために設立

されたもので、左側の枠囲みにあります３つ

の財団、これが平成12年に統合した後、平成

24年に公益財団法人に移行し、現在に至って

おります。 

 当財団は、右の枠内にありますとおり、３

つの財団の財産、合計80億円の運用益等によ

りまして、各種の助成事業や貸付事業を行っ

ております。 

 ３ページをお願いいたします。 

 令和３年度決算における事業報告ですが、

枠内にありますように、地域振興事業をはじ

め、もやい直しセンター運営費、環境技術研

究開発、福祉対策の４つの助成事業、そして

チッソへの貸付事業を行っております。 

 このページの下段から９ページの上段ま

で、４つの助成事業の実績を掲載しており、

続く９ページの下段から11ページにかけまし

ては、チッソに対する貸付けと債権管理の状

況を記載しております。 

 続きまして、13ページをお願いいたしま

す。 

 決算報告でございます。 

 まず、貸借対照表の左上、資産の部でござ

いますが、普通預金や国債等の有価証券、チ
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ッソへの貸付金、債権等を合計しまして、資

産合計は、中ほどの欄に記載しておりますと

おり、1,140億円余でございます。 

 なお、一番右の増減欄、前年度から12億円

余の増になっておりますけれども、これは、

主にチッソへの一時金貸付金に係る利息が債

権として増加したことによるものでございま

す。 

 次に負債の部ですが、助成金の未払い金や

チッソへの設備投資資金貸付けのための県か

らの借入金等を合計しまして、下から10行目

辺りになりますけれども、負債合計は94億円

余でございます。 

 前年度と比較して、4,100万円余の減とな

っておりますが、これは、昨年度と比べて、

年度内に各助成事業の交付確定及び支払い作

業が進んだことに伴う未払い金の減少による

ものでございます。 

 以上、資産から負債を差し引きました財団

の正味財産合計、下から２行目の1,045億円

余となっております。 

 次の14ページ、15ページは、正味財産増減

計算書の詳細となります。 

 以降、財産目録までにつきましては、説明

は省略させていただきます。 

 少し飛びますが、21ページをお願いいたし

ます。 

 本年度の事業計画でございますが、公益目

的事業としまして、昨年度に引き続き、４つ

の助成事業とチッソへの貸付事業を行うこと

としております。 

 次の22ページに予算書を掲載しておりま

す。 

 事業費の増減等ございますけれども、事業

の基本的な組立ては前年度と変更ございませ

ん。 

 以上が水俣・芦北地域振興財団の経営状況

の概要でございます。 

 今後も適切な法人運営がなされるよう努め

てまいります。御審議のほどよろしくお願い

いたします。 

 

○蓑田自然保護課長 自然保護課でございま

す。 

 令和４年度９月補正予算説明資料の２ペー

ジをお願いいたします。 

 鳥獣保護費でございますが、総額３万円余

の増額を計上しております。 

 右側説明の欄、鳥獣保護等推進事業費精算

返納金でございますが、豚熱感染に係る野生

イノシシ対策事業の国庫支出金返納金となり

ます。 

 令和３年度の国庫支出金につきまして、国

への概算払い請求を委託額により行うべきと

ころを当初予算額で行っていたため、差額が

生じ、返納となったものでございます。 

 今後は、確認シートにより複数職員でのチ

ェックを行ってまいります。 

 自然保護課は以上でございます。よろしく

お願いいたします。 

 

○福原循環社会推進課長 循環社会推進課で

ございます。 

 説明資料の４ページをお願いいたします。 

 報告第13号、公益財団法人熊本県環境整備

事業団の経営状況を説明する書類の提出につ

いてでございます。 

 内容につきましては、別冊の法人等の経営

状況等を説明する書類、こちらにより、主な

ポイントを御説明いたします。 

 インデックス２の資料をお願いいたしま

す。 

 １ページでございます。 

 当該法人は、南関町に所在いたします最終

処分場、エコアくまもとを運営する法人でご

ざいます。 

 まず、事業概要報告書でございます。 

 Ⅰ、法人の概況ですが、主な事業は、３、

定款に定める事業内容にありますとおり、公

共関与による管理型最終処分場エコアくまも
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との運営など、廃棄物の処理に関する事業で

ございます。 

 次に、２ページの中ほど、Ⅱ、事業の状況

をお願いします。 

 １、事業の実施状況ですが、(1)産業廃棄

物の処理については、約7,400トンを、(2)の

災害廃棄物処理につきましては、令和２年７

月豪雨に伴う災害廃棄物約４万700トンを受

け入れております。 

 次に、３ページをお願いいたします。 

 一番上の(5)環境学習・施設見学の実施で

ございますが、環境学習としまして16団体、

340人を、施設見学としまして40団体、438人

を受け入れております。 

 次に、財務状況を御説明いたします。 

 ５ページの貸借対照表をお願いいたしま

す。 

 左から２番目の当年度の欄を御説明しま

す。 

 まず、資産の部でございますが、普通預金

や維持管理積立資産等を合計しまして、資産

の合計額は、表の中段ほどに記載しておりま

すが、80億7,400万円余でございます。 

 なお、右の増減欄、前年度と比較しまし

て、２億8,300万円余の増となっておりま

す。これは、令和２年７月豪雨に伴う災害廃

棄物の受入れが増加したことなどによるもの

でございます。 

 次に、負債の部です。 

 未払い金やその下、６行目でございます

が、長期借入金としまして、エコアくまもと

の施設建設等に係ります県からの借入金など

を合計しまして、下から13行目でございま

す、正味財産の部の一つ上に記載しておりま

す負債合計は、21億6,000万円余でございま

す。前年度と比べまして、270万円余の減と

なっております。 

 以上、資産から負債を差し引きました財団

の正味財産合計は、下から２行目、59億

1,400万円余となっております。 

 ６ページから７ページの正味財産の詳細に

つきましては、省略させていただきます。 

 次に、11ページをお願いいたします。 

 今年度の事業計画でございます。 

 ２、事業内容の(1)処分場運営に関する事

業に記載のとおり、引き続き廃棄物を適正に

受け入れ、安全で安定的な稼働に努めるとと

もに、適正な維持管理を行ってまいります。 

 また、(2)地域に役立つ施設への取組とし

まして、施設の見学等を通じました循環型社

会に関する環境教育の実施を進めてまいりま

す。 

 最後に、12ページから15ページにかけまし

ては、今年度、令和４年度の予算を記載して

おりますので、御覧いただければと思いま

す。 

 以上が財団の経営状況の御報告でございま

す。 

 循環社会推進課は以上でございます。 

 

○中村亮彦委員長 以上で執行部の説明が終

わりましたので、質疑を受けたいと思いま

す。 

 なお、質疑は、該当する資料のページ番

号、担当課と事業名を述べてからお願いしま

す。 

 また、質疑を受けた課は、課名を言って、

着座のままで説明をしてください。 

 それでは、質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり) 

○中村亮彦委員長 なければ、以上で質疑を

終了します。 

 それでは、説明員の入替えを行いますの

で、ここで約５分間休憩いたします。 

 再開は、10時20分からといたします。 

  午前10時11分休憩 

――――――――――――――― 

  午前10時16分開議 

○中村亮彦委員長 休憩前に引き続き会議を

開きます。 
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 それでは、本委員会に付託された議案等を

議題とし、これについて審査を行いますが、

質疑については、執行部の説明を求めた後

に、一括して受けたいと思います。 

 説明については、商工労働部、観光戦略部

の順で説明をお願いします。 

 なお、執行部の説明は、効率よく進めるた

めに、着座のまま簡潔にお願いします。 

 また、本日の委員会はインターネット中継

を行っておりますので、委員並びに執行部に

おかれましては、発言内容が聞き取りやすい

ように、マイクに向かって明瞭に発言いただ

きますようお願いします。 

 それでは、初めに商工労働部長から総括説

明を行い、続いて、担当課長から順次説明を

お願いします。 

 まず、三輪商工労働部長。 

 

○三輪商工労働部長 おはようございます。

商工労働部でございます。 

 今回提出しております議案の説明に先立

ち、県内の景気、雇用情勢、新型コロナウイ

ルス感染症や原油価格、物価高騰への対応、

並びに企業誘致の状況について、概略を申し

上げます。 

 初めに、県内の景気について、９月６日に

公表されました日銀熊本支店の金融経済概観

では、感染症の影響が引き続き見られる下

で、「基調としては持ち直している」とされ

ています。 

 また、７月の本県の有効求人倍率は、1.47

倍と前月を上回っており、雇用・所得情勢に

ついては、「改善の動きがみられている」と

されております。 

 今後とも、ウクライナ情勢による原油価

格、物価高騰、新型コロナウイルス感染症等

が県内経済に与える影響を注視してまいりま

す。 

 次に、新型コロナウイルス感染症と原油価

格、物価高騰への対応についてです。 

 ６月下旬から急激に感染が拡大した第７波

は、１日の新規感染者数が5,000人を超える

など、これまでの波をはるかに上回る規模の

感染拡大となりました。 

 その一方で、国は強い行動制限を行わず、

ウィズコロナの状況で社会経済活動を継続す

る方向に軸足を移し、本県においても飲食店

への時短要請等の行動制限は実施いたしませ

んでしたが、商工労働部では、引き続き、資

金繰り支援や商工団体と連携した伴走支援な

どにより、コロナ禍や原油価格、物価高騰等

の影響を受けている事業者の事業継続を後押

しするとともに、必要に応じ、国の新たな経

済対策も有効活用し、感染拡大防止と地域経

済の回復という２つの目標のベストバランス

を追求してまいります。 

 次に、企業誘致の状況についてです。 

 県では、これまで、選ばれる熊本をモット

ーに、本県の魅力をしっかりアピールし、企

業誘致に取り組んでまいりました。 

 国家的プロジェクトであるＴＳＭＣの進出

決定直後から、半導体産業集積強化推進本部

を設置し、人材の育成や確保といった様々な

課題の解決や経済波及効果の最大化に取り組

んでいます。 

 また、今回、臨空テクノパーク等の財産処

分の議案を提出させていただいております

が、今年度の現時点での立地協定件数は28件

となっております。これは、過去最高を記録

した昨年度の同期を上回るペースであり、好

調を維持しております。 

 引き続き、誘致活動や人材の育成等に全力

で取り組み、さらなる産業集積を目指してま

いります。 

 それでは、今回提案しております商工労働

部の議案の概要について御説明申し上げま

す。 

 資料の５ページをお開きいただきたいと思

います。５ページをお願いします。 

 令和４年度９月補正では、補正額(Ｂ)の欄
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の下段にございますとおり、一般会計で１億

300万円余の増額補正をお願いしておりま

す。 

 その内容としましては、コロナ禍の中、経

営改善等に向けた計画策定に取り組む中小企

業者の支援や技術短期大学校における技術者

の育成に必要な機器の整備に要する経費がご

ざいます。 

 また、８月に行わせていただいた専決処分

により、新型コロナ対応事業者支援総合補助

金に係る増額補正を行っておりますので、御

報告させていただきます。 

 さらに、条例等議案として、財産処分５件

について、御審議をお願いしております。 

 報告として、県が出資する６つの法人につ

いての経営状況について御説明申し上げ、最

後に、その他報告として、新型コロナウイル

ス感染症による熊本県経済への影響等に関す

る共同調査等の結果について報告させていた

だきます。 

 以上が今回提出しております議案等の概要

でございますが、詳細につきましては、関係

課長から説明いたしますので、御審議のほど

よろしくお願い申し上げます。 

 

○中村亮彦委員長 続いて、担当課長から順

次説明をお願いします。 

 

○篠田商工振興金融課長 商工振興金融課で

ございます。 

 説明資料の６ページをお願いいたします。 

 中小企業振興費の中小企業者事業再生等支

援事業でございます。 

 この事業は、コロナの影響などで経営が悪

化した中小企業者が経営改善に向けた計画の

策定などを専門家に依頼する場合に活用でき

る国庫補助事業がございまして、そのスキー

ムといたしましては、国が３分の２を補助

し、残り３分の１を事業者が負担する制度に

なりますが、この事業者負担分につきまし

て、今回、その２分の１を県が補助するもの

でございます。 

 続きまして、９ページをお願いいたしま

す。 

 専決処分に係る予算でございます。 

 中小企業振興費の新型コロナ対応事業者支

援総合補助金ですが、下のポツにありますと

おり、県独自の事業復活おうえん給付金の増

額でございます。 

 国の事業復活支援金が想定を大幅に上回る

状況で推移しまして、６月補正予算において

増額補正をお願いしたのですが、さらに不足

することが見込まれたため、支援が必要な事

業者に迅速に交付できるよう、専決をさせて

いただいたものでございます。 

 商工振興金融課は以上でございます。 

 

○工藤労働雇用創生課長 労働雇用創生課で

ございます。 

 ７ページをお願いいたします。 

 ９月補正について説明いたします。 

 技術短期大学校費でございます。 

 これは、コロナ禍におけるＤＸ推進等によ

り、ポストコロナに向けて、一層高度な知

識、技術を備えた人材のニーズが高まってお

ります。このようなニーズに応える技術者を

育成するために必要な機器の整備に要する経

費でございます。 

 次に、法人等の経営状況の報告を行いま

す。 

 別とじの経営状況を説明する書類をお願い

いたします。 

 ３番目の一般財団法人熊本テルサの経営状

況について御説明いたします。 

 １ページをお願いいたします。 

 当財団は、平成８年に設立され、設立目的

は、勤労者の福祉に関する事業を行い、県民

の福祉の向上に寄与することとなっておりま

す。 

 基本財産は１億円で、県は７割出資を行っ
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ております。 

 ２ページをお願いいたします。 

 令和３年度事業状況報告書でございます。 

 年度当初は、新型コロナウイルス感染症拡

大の影響から回復することを目標とし、経費

削減と売上回復により収支を改善する取組を

進めることとしておりました。 

 しかし、コロナの影響は令和３年度も続き

まして、特に感染拡大が歓送迎会等の時期と

重なったことなどから、飲食部門の売上げが

前年度よりは上回ったものの、コロナ前まで

は回復しませんでした。 

 そこで、感染症対策を徹底した会議室プラ

ンやテイクアウト商品の販売、管理費の見直

し等により支出削減を行い、結果として、年

間売上高は４億7,060万円余と、前年度と比

較して48％の増となりました。当期純利益で

は、1,018万円余の黒字となりました。 

 各部門の実施状況ですが、全ての部門で開

館以来最低でありました前年度売上高を上回

りました。特に、コロナ関連業務で長期貸出

しを行った会議室部門及びテイクアウト弁当

や冷凍食品の販売等を実施しました物販部門

は、前年度の売上げを大きく上回ることにな

りました。 

 ３ページをお願いいたします。 

 令和３年度決算書となります。 

 まず損益計算書ですが、最上段の売上高

は、４億7,060万円余となり、(ウ)の列の前

年度決算額と比べて１億5,317万円余り増加

しました。 

 表の中段より少し下に記載しております償

却前営業利益は、3,014万円余の赤字でござ

います。 

 一番下の当期純利益は、1,018万円余の黒

字となっております。 

 ４ページをお願いいたします。 

 貸借対照表ですが、資産の部の合計は、５

億1,588万円余で、固定資産の減価償却等か

ら、前年度から1,200万円余の減となってお

ります。 

 負債の部の合計は、３億7,799万円余で、

Ⅲの正味財産の部の合計では、１億3,789万

円余となっております。 

 ５ページをお願いいたします。 

 令和４年度事業計画書でございます。 

 総括の部分に記載しておりますとおり、新

型コロナウイルス感染症対策を徹底し、安心

して利用いただける環境整備を進め、売上回

復と経費削減に向けて全力で取り組むことと

しております。 

 ６ページをお願いいたします。 

 令和４年度予算書ですが、売上高を６億

4,700万円余とし、最下段の経常利益は、

6,916万円余の黒字を見込んでおります。 

 今年度も他のホテル等と同様に厳しい経営

環境が続いておりますけれども、感染症対策

をしっかり実施しながら、宿泊や宴会、会議

について、売上増とともに、経費削減や各種

支援策を活用して対応していくこととしてお

ります。 

 熊本テルサの経営状況の説明は以上でござ

います。 

 続きまして、熊本県雇用環境整備協会の経

営状況の書類をお願いいたします。 

 １ページをお願いいたします。 

 財団の概要でございます。 

 設立目的は、地域の発展を担うべき人材の

確保、育成、定住促進に寄与することとなっ

ております。 

 基本財産１億円の全額及び６の運用財産28

億円余のうち20億円を県が出資しておりま

す。 

 ２ページをお願いいたします。 

 ２ページから６ページが令和３年度実施の

事業の実施状況でございます。 

 協会は、講座、セミナー、育成事業、相談

事業など、４つの柱で、国、県の委託事業の

ほか、独自事業によって高校生や大学生とい

った方々の就職支援事業を実施しておりま
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す。 

 ７ページから８ページが、決算書のうち正

味財産増減計算書でございます。 

 まず、１の経常増減の部についてでござい

ます。 

 基金の運用益と受託事業収入である経常収

益の合計が7,948万円余でございます。 

 ７ページ最下段の経常費用の合計が7,024

万円余であり、差引きの924万円余の黒字と

なっております。 

 また、８ページの一番下でございます。 

 令和３年度末の正味財産期末残高は、31億

3,902万円余となっております。 

 少し飛びます。13ページをお願いいたしま

す。 

 令和４年度の事業計画でございます。 

 令和３年度は、コロナの影響により、集合

型のイベントをオンライン型に変更するなど

の対応をしておりましたが、令和４年度は、

集合型とオンライン型を組み合わせて行うイ

ベントを増やしまして、コロナ禍でも若年求

職者と企業とが互いに接点を持てる機会を設

けていきたいと思っております。 

 最後に、18ページをお願いいたします。 

 令和４年度における収支予算書をお願いい

たします。 

 経常収益の合計は、１億3,880万円余、ペ

ージ下から３番目の経常費用の合計は、１億

4,729万円余を見込んでおります。 

 ２つ下でございますが、差額である当期経

常増減額につきましては、マイナスの848万

円余となっておりますが、経費節減を念頭に

置いた事業実施に努め、最終的な決算におい

て赤字が出た場合は、繰越金等の流動資産か

らの充当により対応することとしておりま

す。 

 以上が熊本県雇用環境整備協会でございま

す。 

 続きまして、５番目にございます希望の里

ホンダの経営状況の説明を行います。 

 １ページの会社概要でございます。 

 重度障害者の雇用の場を拡大することを目

的として、本田技研、熊本県、宇城市の３者

が出資して設立しております。 

 資本金は5,000万円でございまして、県が

44％の2,200万円を出資しております。 

 ２ページをお願いいたします。 

 令和３年度の事業報告です。 

 ③の表、財産及び損益の状況を御覧くださ

い。 

 直近４期の損益等を記載しております。 

 一番右の列の38期、令和３年度売上高は、

二輪組立て事業、印刷業務の業務量増加の影

響によって、最上段の79億2,200万円余で

す。 

 ２段目の経常利益は、3,500万円余となっ

ております。 

 ３ページをお願いいたします。 

 下段の④従業員の状況を御覧ください。 

 令和４年３月末時点で、従業員67名のうち

障害者25名を雇用しております。 

 次に、７ページをお願いいたします。 

 ここからは、令和４年度の計画でございま

す。 

 二輪及び四輪部門の生産増加が見込まれて

おり、全体としては、収支計画、①の売上計

画の最下段のとおり、90億6,500万円余、14

％の売上増を見込んでおります。 

 ８ページをお願いいたします。 

 経常利益計画については、売上増を見込ん

でおり、経常利益は4,800万円余となる見込

みでございます。 

 以上、希望の里ホンダの説明を終わりま

す。 

 労働雇用創生課は以上でございます。 

 

○辻井産業支援課長 産業支援課でございま

す。 

 法人等の経営状況を説明する書類につきま

して、３件御説明いたします。 
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 まず最初に、報告第17号、公益財団法人く

まもと産業支援財団について御説明させてい

ただきます。 

 別冊資料１ページをお願いいたします。 

 当財団は、テクノリサーチパーク内に立地

しておりまして、平成13年に、熊本県中小企

業振興公社、熊本テクノポリス財団、熊本テ

クノポリス技術開発基金の３つが統合し設立

され、平成25年に公益財団法人へ移行すると

ともに、名称をくまもと産業支援財団に変更

いたしました。 

 ２ページをお願いいたします。 

 当組織は、３部、１センター体制となって

おります。県内中小企業への支援を幅広く行

っており、高度技術の推進を図る産学連携推

進室、中小企業・小規模事業者の経営力強化

を支援するよろず支援拠点推進室、グループ

補助金に係る無利子貸付事業を行う復興支援

金融室などを中核としております。 

 少しページを飛ばしまして、９ページをお

願いいたします。 

 事業及び会計体系図です。 

 当財団は、公益目的事業の中で、事業革

新、販路拡大、産学連携を柱に、経営相談、

指導、ビジネスマッチングの推進、研究開発

事業化支援などを実施しております。 

 続きまして、10ページから20ページまで

は、個別の事業概要が報告に上がっておりま

すが、今回は省略させていただきます。 

 21ページをお願いいたします。 

 貸借対照表です。 

 資産の部、一番下の欄、資産合計は、445

億8,514万円余となり、２億7,440万円余の減

となっております。 

 このうち、被災中小企業施設・設備整備支

援事業基金積立資産の受入れは、前年度と同

額となっており、同事業貸付基金積立資産の

取崩しが９億9,349万円余の減、また、同事

業長期貸付金の５億7,373万円余の増が主な

ものとなってございます。 

 続きまして、22ページを御覧ください。 

 中段、負債合計２億5,574万円余の減は、

主な要因といたしまして、長期借入金の減に

よるものです。 

 続きまして、25ページをお願いいたしま

す。 

 正味財産増減計算書となっております。 

 おめくりいただきまして、26ページ中段を

御覧いただければと思っております。 

 当期経常増減額は、2,554万円余の赤字と

なっておりますが、主な要因といたしまし

て、受取補助金等の減少によるものとなって

おります。令和２年度よりは、およそ493万

円余の改善となっているところでございま

す。 

 なお、平成28年度より、当財団におきまし

ては、赤字解消を図る基本指針というものを

策定しており、管理費の節減や資金の有効活

用等財務改善に努めております。 

 一番下段の正味財産期末残高は、53億

6,761万円余となっております。 

 続きまして、39ページをお願いいたしま

す。 

 令和４年度事業計画でございます。 

 令和４年度は、新型コロナウイルスや豪雨

災害の影響による資金繰りや販路確保などの

相談、国、県の各種支援策の適用など、県内

中小企業者等が直面している課題解決に向け

て積極的な支援を引き続き行うとともに、商

談会等においては、開催に向けて実施方法を

工夫し進めてまいります。 

 また、人材育成支援につきましては、オン

ライン等を活用するなど、コロナ後の社会を

見据えた各種支援事業を展開してまいりま

す。 

 被災中小企業施設・設備整備支援事業につ

きましては、債権管理が中心となりますが、

貸付先の状況に応じてフォローアップを継続

して行ってまいります。 

 個別の事業計画概要につきましては、今回
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は省略させていただきます。 

 くまもと産業支援財団の説明につきまして

は以上となっております。 

 続きまして、報告第18号、一般財団法人起

業化支援センターにつきまして御説明させて

いただきます。 

 別冊資料、１ページを御覧ください。 

 当センターは、５の業務概要の(1)にあり

ますように、創業初期や新分野進出期の企業

に対する株式等の引受けによる資金提供を行

う機関として、いわゆる官民ファンドとし

て、平成８年に県と地元金融機関等の出資に

より設立しているところでございます。 

 続きまして、４ページを御覧ください。 

 令和３年度の事業実績でございます。 

 (2)事業別概要の①投資事業ですが、令和

３年度は、３社に対しまして、4,895万円の

投資を行っております。 

 また、表の下段にありますとおり、令和４

年度の投資案件として、令和３年度中に２件

を決定しております。 

 また、これまでの投資実績の累計は、令和

３年度末時点で、111件、11億3,333万円余と

なってございます。 

 ５ページをお願いいたします。 

 イ、保有株式等の処分でございます。 

 保有している株式につきましては、引受期

間の10年が経過いたしますと、原則、企業等

に売却いたします。 

 令和３年度は、計3,655万円を売却してお

ります。 

 続きまして、投資事業以外の活動としまし

て、②起業化シーズの発掘及び事業化の支援

に関する事業を行っております。主に、資金

調達や販路拡大、ビジネスパートナー発掘等

を目指す企業が事業のプレゼンテーションを

行うくまもとベンチャーマーケットを年２回

開催しているところでございます。 

 おめくりいただきまして、７ページをお願

いいたします。 

 貸借対照表でございます。 

 表の最後の行にありますとおり、総資産は

17億6,045万円余となっております。 

 次に、８ページをお願いいたします。 

 正味財産増減計算書でございます。 

 当期経常増減額につきましては、Ⅰの１の

最後にありますとおり、122万円余となって

おり、前年度と比較いたしまして、62万円余

の増となっております。こちらは、社債投資

案件の増加に伴う受け取り利息の増加やベン

チャーマーケット開催経費の節減などによる

ものとなってございます。 

 続きまして、少し飛ばしまして、14ページ

をお願いいたします。 

 令和４年度の事業計画になります。 

 １、(1)計画の概要の後半に記載しており

ますとおり、令和５年４月に、公益財団法人

くまもと産業支援財団を残存法人とする形

で、当センターを統合することとしておりま

す。これにより、産業支援機関の強化を図

り、創業当初の資金提供から専門家による経

営相談、人材育成まで、総合的経営支援を一

体的に行うことができる体制を構築してまい

ります。 

 そのため、令和４年度につきましては、引

き続き、投資活動やベンチャーマーケットを

開催しつつ、統合に向けた手続等も進めてい

るところとなってございます。 

 熊本県起業化支援センターにつきましては

以上でございます。 

 続きまして、最後になります。 

 報告第19号の株式会社テクノインキュベー

ションセンターの経営状況を説明する資料に

ついて御説明いたします。 

 別冊資料、１ページをお開きください。 

 当センターの概要を記載してございます

が、同センターは、益城町のテクノリサーチ

パーク内で貸し工場の運営管理を行っている

平成12年に設立された第３セクターでござい

ます。 
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 ５ページをお願いいたします。 

 損益計算書でございます。 

 令和３年度は、全室入居となっておりまし

て、その不動産収入が令和３年度の売上高と

して4,933万円余ございます。 

 経常利益は、下から５番目の数字の926万

円余、当期純利益は、一番下の数字にござい

ます561万円余となっております。 

 続きまして、７ページをお願いいたしま

す。 

 貸借対照表でございます。 

 資産の合計は、一番下の数字にございます

11億6,451万円余で、借受け等はございませ

ん。 

 少し飛ばしまして、13ページをお願いいた

します。 

 令和４年度の事業収支予算でございます。 

 税引前当期純利益は、一番下の数字にあり

ます2,088万円余の赤字を見込んでおりま

す。こちらの主な要因といたしましては、特

別損益に計上しております大規模修繕に係る

費用2,950万円が計上されていることによる

ものとなっております。 

 産業支援課につきましては以上でございま

す。御審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 

 

○工藤企業立地課長 企業立地課でございま

す。 

 委員会説明資料のほうにお戻りいただきま

して、16ページをお願いいたします。 

 企業立地課では、今議会に５件の工業団地

に係る財産処分をお願いしております。 

 初めに、16ページから19ページでございま

すが、これは、益城町にございますくまもと

臨空テクノパークでございます。 

 当工業団地は、これまで一括して売却する

こととしておりましたが、企業から分割の分

譲の要望が数多く寄せられましたこと、ま

た、本県への産業集積をさらに図るため、４

つの区画に分割して分譲することとしたもの

でございます。 

 ４つの区画の内訳でございますが、まず、

16ページでございます。 

 これは、面積約４万平方メートル、予定価

格６億円余で、ＤＡＩＺ株式会社に売却する

ものでございます。 

 続きまして、17ページでございますが、面

積約３万45平方メートル、予定価格４億

5,068万円余で、淀川ヒューテック株式会社

へ売却するものでございます。 

 18ページをお願いいたします。 

 これは、面積約２万5,000平方メートル、

予定価格３億7,500万円余で、株式会社スリ

ーダインへ売却をするものでございます。 

 それから19ページでございますが、面積約

２万6,178平方メートル、予定価格３億9,267

万円余で、株式会社ＪＣＵへ売却するもので

ございます。 

 続きまして、20ページをお願いいたしま

す。 

 これは、熊本市南区に城南工業団地がござ

いまして、面積約６万4,241平方メートル、

予定価格６億6,769万円余で、タチバナ化成

株式会社への売却をお願いしております。 

 企業立地課は以上でございます。 

 

○中村亮彦委員長 次に、観光戦略部長から

総括説明を行い、続いて、担当課長から順次

説明をお願いします。 

 まず、原山観光戦略部長。 

 

○原山観光戦略部長 観光戦略部でございま

す。 

 観光戦略部関係の議案の説明に先立ちまし

て、県内観光の現状について御説明申し上げ

ます。 

 県内主要39宿泊施設への調査における宿泊

者数の動きを見てみますと、３月の新型コロ

ナまん延防止等重点措置の解除後、６月にか
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けては回復傾向にありましたが、７月から８

月は、第７波の影響により厳しい状況が続き

ました。 

 この間、県では、旅行助成事業くまもと再

発見の旅による旅行需要喚起に加えまして、

感染症対策や環境に配慮した設備投資を行う

宿泊事業者への支援を行うなど、観光関連産

業の下支えに取り組んでまいりました。 

 このような中、国からは、10月11日からの

全国旅行支援の実施及び入国者数の上限撤廃

や個人旅行解禁などの水際対策緩和が発表さ

れまして、インバウンドの本格再開を含め観

光客の回復が期待されるところです。 

 県としましても、くまもと再発見の旅の利

用期間を10月10日まで延長して切れ目なく支

援を行うとともに、旅先として熊本を選んで

いただけるよう、国内外からの誘客促進に積

極的に取り組んでまいります。 

 それでは、観光戦略部関係の議案等の概要

について御説明申し上げます。 

 今回提出しております議案等は、条例が１

件、報告が１件でございます。 

 条例につきましては、南阿蘇村の旧東海大

学阿蘇キャンパス内に整備を進めております

熊本地震震災ミュージアム中核拠点施設の設

置や管理について定める条例を制定するもの

でございます。 

 また、報告につきましては、熊本県伝統工

芸館の経営状況について御報告するものでご

ざいます。 

 詳細につきましては、この後、担当課長か

ら御説明申し上げます。御審議のほどよろし

くお願い申し上げます。 

 

○中村亮彦委員長 続いて、担当課長から順

次説明をお願いします。 

 

○久原観光交流政策課長 観光交流政策課で

ございます。 

 説明資料、21ページをお願いいたします。 

 議案第11号、熊本地震震災ミュージアム中

核拠点施設条例の制定でございます。 

 おめくりいただきまして、27ページに概要

をつけております。そちらで御説明させてい

ただきます。 

 まず、条例制定の趣旨でございますが、熊

本地震による災害から得られた教訓等を伝承

し、県民等の防災意識の醸成とともに、熊本

の魅力の発信、交流の促進を目指し施設を設

置するものです。 

 ２に条例の内容を記載しております。 

 アにおきまして、設置の目的を、イにおき

まして、設置場所を南阿蘇村とすること、ウ

からエにおきまして、業務、休館日や開館時

間について定めております。 

 また、オからケにおきまして、施設の観覧

料や芝生広場の使用許可、使用料などについ

て定めております。 

 28ページをお願いいたします。 

 ３の施行期日でございますが、オープンの

日がまだ未定であることから、公布の日から

起算して１年を超えない範囲において別途規

則で定める日としております。 

 観光交流政策課は以上でございます。御審

議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○前田販路拡大ビジネス課長 販路拡大ビジ

ネス課でございます。 

 法人の経営状況を説明する書類をお願いい

たします。 

 最後のインデックス番号９番の一般財団法

人熊本県伝統工芸館の経営状況を説明する書

類をお願いいたします。 

 資料、３ページをお願いします。 

 まず、概要ですが、当法人は、熊本県伝統

工芸館の管理運営財団として、昭和57年６月

に設立され、公益法人制度改革によって、平

成22年に一般財団法人へ移行いたしました。 

 設立目的でございますが、本県の伝統的工

芸品産業の育成と振興並びに伝統的工芸品に



第４回 熊本県議会 経済環境常任委員会会議記録（令和４年９月30日) 

 - 14 - 

関する啓発普及を図ることを目的としており

ます。 

 なお、当法人は、平成18年度の指定管理者

制度導入以来、伝統工芸館の指定管理者であ

り、現在４期目となっております。 

 続きまして、資料、７ページをお願いしま

す。 

 令和３年度の経営状況でございます。 

 全国的な新型コロナウイルス感染症の拡大

によりまして、催事の中止等を余儀なくさ

れ、大きな影響を受けたものの、経費節減に

努めまして、650万円余の正味財産増加とな

っております。 

 続きまして、８ページをお願いいたしま

す。 

 上の表、施設の利用状況でございます。 

 展示室、会議室ごとの利用者数を掲載して

おります。 

 当館の利用者数は、合計６万4,187人と、

おおむね前年度並みとなっております。 

 続きまして、事業別概要でございますけれ

ども、12ページまで各種事業の実施状況を記

載しております。 

 自主企画展示事業や県内工芸品の展示販売

等様々な事業を実施しております。 

 続きまして、13ページをお願いいたしま

す。 

 貸借対照表でございます。 

 一番下の負債及び正味財産合計が9,600万

円余となっております。 

 続きまして、15ページ、正味財産増減計算

書、16ページをお願いいたします。 

 最後の正味財産期末残高は、8,300万円余

と、昨年度に比べて650万円余の増となって

おります。 

 続きまして、資料、23ページを御覧くださ

い。 

 ここからは、令和４年度の事業計画でござ

います。 

 本年度は、開館40周年の節目の年となりま

す。このため、１年間を通して記念事業を展

開するとともに、引き続き伝統工芸品の魅力

を伝える企画展の開催や販路拡大の一層の強

化を図るとともに、ギフト需要にも対応する

ための取組を進め、販売力の強化に一層努め

ることとしております。そういうことで、本

県の伝統的工芸品産業の振興と活性化に努め

てまいります。 

 最後に、29ページをお願いいたします。 

 令和４年度の収支予算書でございます。 

 今年度も引き続き、経費節減に努めること

としておりますが、コロナの影響も踏まえ、

収入が9,800万円余、支出が１億円余と、お

おむね令和３年度と同程度の額で計上させて

いただいております。 

 伝統工芸館の説明は以上でございます。御

審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○中村亮彦委員長 以上で執行部の説明が終

わりました。 

 それでは、一括して質疑を受けたいと思い

ます。 

 なお、質疑は、該当する資料のページ番

号、担当課と事業名を述べてからお願いしま

す。 

 また、質疑を受けた課は、課名を言って、

着座のままで説明をしてください。 

 それでは、質疑はございませんか。 

 

○竹﨑和虎委員 説明資料の16ページからで

すかね、企業立地課さんのほうからあった財

産処分に関してなんですけれども。５つの箇

所が出ておりますが、これはＴＳＭＣの進出

に関連した企業さんなんですかね。 

 

○工藤企業立地課長 企業立地課でございま

す。 

 ５つの工業団地のうち、半導体関連企業が

臨空テクノパークで３件ございます。ただ、

ＴＳＭＣ関連企業というのは、企業さんの取
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引先のことでもございますので、先方からな

かなか情報が漏れてこないものでございます

ので、はっきりとは申し上げられません。た

だし、何らかの形でも、やはり半導体関係に

は部品供給とかされてらっしゃるので、間接

的に直接的にしても関連があるのかなという

ふうに思っております。 

 以上でございます。 

 

○竹﨑和虎委員 その関連企業というか、そ

れに起因した、ＴＳＭＣの進出に関連した関

係が４つですか、あられると思うんですけれ

ども、それぞれどういった感じなんですか

ね。地元から、例えば城南にも来られてます

よね。これがどぎゃんそのＴＳＭＣさんと関

係があるのかなとか、どういった――絡みが

あるとすればというのはお分かりですか。 

 

○工藤企業立地課長 企業立地課でございま

す。 

 初めに、例えば17ページに記載しておりま

す淀川ヒューテック様というのは、半導体の

装置の部品など製造されております。ですか

ら、直接的にはないにしても、例えば、ＴＳ

ＭＣに機械を納入する際の部品供給として、

間接的に恐らく部品を供給されていくのかな

というふうに思っております。 

 続きまして、18ページでございます。 

 こちらのほうは、八代市にございますスリ

ーダイン様でございますけれども、半導体関

係のアルミですとか、そういったプラスチッ

ク部品などを扱う洗浄装置関係のメーカーで

ございますので、これも先ほどと同じく、洗

浄装置関係を通して、ＴＳＭＣの操業に寄与

されるんじゃないかというふうな期待を持っ

ております。 

 それから３番目の19ページのＪＣＵさん

は、半導体あるいは自動車に係る薬品とメッ

キ関係の薬品等あたりを製造されております

ので、こちらについても、部品だったりとか

そういったところに使われると思ってますの

で、いずれにしても、何らかの形で寄与され

るのでないかなというふうな期待を寄せてお

ります。 

 以上でございます。 

 

○竹﨑和虎委員 城南……。 

 

○工藤企業立地課長 失礼しました。企業立

地課でございます。 

 タチバナ化成様は、城南工業団地で化学品

の製造を主に受託されてやってらっしゃいま

す。ただ、自動車、半導体、いろんなところ

から受託されてますので、こちらにつきまし

ても、将来的に部品関係とかそういったとこ

ろに使われるんじゃないかと期待を寄せてお

ります。 

 以上でございます。 

 

○竹﨑和虎委員 ありがとうございます。半

導体だけではなく、いろんな部門等々で、や

はり人材も必要になってくると思うものです

から、今お聞きした中でもいろいろあるんだ

なと思っておりますので、しっかりそういっ

た幅広に――こういった企業誘致に関しても

ですけれども、人材確保にも努めていただけ

ればと思いますので、よろしくお願いしたい

と思います。 

 以上です。 

 

○中村亮彦委員長 ほかに質疑はありません

か。 

 

○吉永和世委員 説明資料の７ページ、労働

雇用創生課ですか。 

 技術短期大学の教育対策事業ということ

で、高度な知識、技能を兼ね備えた技術者の

育成に必要な機器の整備に要する経費という

ことで、具体的にどういった内容なのか教え

ていただければと思いますが。 
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○工藤労働雇用創生課長 労働雇用創生課で

ございます。 

 委員からお尋ねのありました技術短期大学

校で今回整備を予定しています機器につきま

しては、具体的な名称を申し上げますと、例

えば、パルス回路実習装置とか、デジタルマ

ルチメーターとか、空気圧技術実習装置とい

うようなものがございます。 

 要は、電気、電圧等のいろいろな操作を行

う、実験とかを行うときに使う装置、これら

がパルス回路実習装置でございます。こうい

ったものは、１台を教授も交じって複数人で

実施するような装置でございます。あと、デ

ジタルマルチメーター、これはちょっと分か

りにくいんですが、これについても、やはり

基本的には、電気、電子関係の装置でござい

まして、これを生徒の数分配置しまして、１

人１台ずつ使う形で、そういう電圧とか電気

の流量とか、そういったものを検査する技術

を磨くものです。 

 最後申し上げました空気圧技術実習装置、

これは、半導体装置等にも使います空気圧関

係を実態に近い形で行うものでございまし

て、空気圧技術実習装置が1,100万ほどいた

します。そういったものを導入する予定にし

ております。 

 これらにつきましては、現在あります４学

科の中でも、当然、半導体産業に現時点も就

職率高いものですから、そういったところで

就職先から求められる技術として必要な装置

かという判断をしております。 

 今後、令和６年度には新学科を設置する目

標がございますので、そちらのほうでも使用

するということを想定しております。 

 以上でございます。 

 

○吉永和世委員 詳しく説明いただきまして

ありがとうございます。 

 最終的には半導体に関係する部分の機器と

思っていいわけですか。半導体に関係する人

材の育成に使う機器という感じでいいんです

か。 

 

○工藤労働雇用創生課長 労働雇用創生課で

ございます。 

 委員の御指摘のとおりでございます。 

 

○吉永和世委員 はい、分かりました。 

 ＴＳＭＣの進出によって、やはりそういっ

た必要な人材の育成に関して、こういう短期

大学が整備をしていくって非常に大事なこと

だというふうに思いますので、これは積極的

にやっていただきたいなというふうに思いま

すし、あと高専とも人材育成に関してやると

いうことでしょうから、そういった連携とい

うのは、今後何か取る方向性ってあるんです

かね。そこら辺はどうなんですか。 

 

○工藤労働雇用創生課長 労働雇用創生課で

ございます。 

 委員からお話ございました、高専であった

り、あと熊大であったり、そういった技術系

の人材を輩出する教育機関との連携について

は、熊本県人材育成会議というものを設置し

ておりまして、そういった教育機関と産業界

の皆さん方が集まって意見交換をするような

場を設けております。 

 また、経産局が主体になって進めていただ

いています九州アイランドというコンソーシ

アムございますけれども、そういったものに

も本県も参加しておりまして、そういった中

で、熊大とかではなくて、さらに広く九州管

内のそういった大学との連携とかにも参加さ

せていただいて、そういった情報共有とかを

することで、必要な人材育成に努めてまいり

たいと考えております。 

 

○吉永和世委員 十分理解できました。ＴＳ

ＭＣの進出を機に、やっぱり対応できる人材
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の育成ということで県も先頭になって頑張っ

ていただければと思いますので、よろしくお

願いしたいと思います。 

 以上です。 

 

○髙野洋介委員 ６ページと９ページに関係

すると思うんですけれども、中小企業の関係

で、新型コロナを抜いた中での県内での倒産

件数というのが分かれば教えてほしいんです

が、総数は分かりますか。上半期でも大丈夫

ですし。 

 

○篠田商工振興金融課長 商工振興金融課で

ございます。 

 ちょっと今データがないんですけれども、

４月からの時点で１桁です。先月７月の時点

では、２件が倒産で、コロナがそのうちゼロ

だったと記憶しております。ちょっとすみま

せん、はっきりした数字がなくて申し訳ござ

いません。 

 

○髙野洋介委員 まず、新型コロナウイルス

の関係を議論するときに、そういう資料がな

いと議論になりませんので、そこら辺はしっ

かり次には準備しとくように、ちょっと苦言

を呈しておきます。いろんな数字がないと議

論ができないじゃないですか。 

 といいますのが、私、先日繁華街等をうろ

うろしたんですよね。そしたら、もう閉まっ

てる店が多いんですよ。だから、皆様方が把

握されている倒産、廃業と実際の廃業、倒産

の件数は、多分ずれが出てくると思います。

ですから、そこをしっかりぜひ把握をしとい

てください。 

 プラスして皆様方に言いたいのが、新型コ

ロナウイルスに直接関係してるのか、関連し

てるのかというものの線引きをしっかり明確

にしてもらわないと、まずいけないと思いま

す。 

 といいますのが、例えばアパレル関係が廃

業されたとなったときに、場所が、例えば熊

本市の繁華街にあったお店が廃業した、これ

は、私からすると、新型コロナウイルスの影

響だと思ってます。そこに行く、街周辺に集

まる人が少なくなった、だから、売上げが下

がって廃業したというパターンもあると思い

ます。かといって、反面、見方としたら、こ

れだけネット販売が多くなった中で、全くコ

ロナが影響してないのかもしれない。だか

ら、そこはぜひ皆様方で議論をするときに、

線引きをきちんとつくっといてください。そ

うしないと、これから、第８波、第９波とも

し来るならば、そこに糸口が出てくると思い

ます。ですので、ぜひお願いをします。 

 あと、飲食店も含めて、今から多分大切な

視点になってくるのが、これまで長年培って

きた経験がある皆様方が高齢になって辞め

る、その中で、その技術というのは、多分県

の財産だと思います。日本の財産だと思いま

す。これがゼロになるんじゃなくて、しっか

り第三者の後継者を育成できる、そういう仕

組みをつくらなければいけないと思ってま

す。 

 この間テレビをちらっと見よったら、何か

飲食店の新しい後継者ができたという話があ

りましたけれども、そういったところに行政

がどこまで入るのか、また、情報を集めるの

かというのも、これから非常に大切な視点に

なってくると思いますので、ぜひそういった

視点を入れながら、今後政策等も進めていた

だきたいというふうに思います。 

 プラスして続けていいですか。 

 

○中村亮彦委員長 はい。 

 

○髙野洋介委員 先ほどの法人の経営状況の

産業支援課さん、６、７、これが、令和５年

４月からの統合に向けて、今準備を進めてい

るということなんですけれども、私、昨年、

どっちものところに行きましたが、まず、そ
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もそも入り方が非常に難しい。探すのに非常

に苦労しました。ですから、恐らく第２空港

線から入っていった中での地図等が分かりや

すく、車を止めて見れるところがあると非常

に助かりますので、まず、分かりやすい地図

を作ってもらうと助かります。 

 で、これは、多分６番と７番の議論は、中

村委員長にいろいろ連れていってもらった北

海道視察に非常に関係してくると思います。

ですので、私の北海道での感触は、非常に民

間が主導してやられると、幅広い視点からい

ろんなことが広がってくるなと思いますの

で、ぜひ行政だけじゃなくて、しっかり民間

企業と連携をして、民間企業もプラスが生ま

れる、行政もプラスが生まれるようなやり方

を、今分かっている範囲で何かあれば、話を

してもらいたいんですけれども、いかがでし

ょうか。 

 

○辻井産業支援課長 御指摘ありがとうござ

います。 

 １点目の地図等に関しましてお答えさせて

いただきますと、御指摘のとおり、事業者の

皆様にとって、親しみやすいと申しますか、

行きやすい産業支援財団であったり、起業化

支援センターにしてまいりたいと私たちも思

っております。地図の設置等や、あとホーム

ページの周知ですとか、ＳＮＳの活用ですと

か、様々な手段があるかと思いますので、そ

ういった手段を今後具体的に考えていきたい

と思いますので、また御報告させてくださ

い。よろしくお願いいたします。 

 ２点目の民間の活用というところに関しま

して、委員の御指摘のとおりだと感じており

ます。 

 テクノリサーチパーク周辺でございます

が、これから、熊本空港さんがリニューアル

したりだとか、その横には東海大学さんの九

州キャンパスも同時期に設置されます。 

 先日、テクノリサーチパークと空港、あと

東海大学九州キャンパスとの連携協定を県と

して結ばせていただきました。こういった空

港、大学はじめ民間とも連携いたしまして、

あの地域で起業化支援をしっかりやってまい

りたいと思っておりますので、こちらもまた

進展あり次第御報告させてください。よろし

くお願いいたします。 

 

○髙野洋介委員 ありがとうございました。 

 課長がずっといてもらいたいんですけれど

も、なかなかそういうわけにもいかない部分

がありますので、ぜひ若い視点で、そういっ

たところも入れ込んで、しっかりと、みんな

が親しみを持てる、そして結果が出るよう

な、そういう財団をつくっていただきますよ

うに要望しときます。 

 以上でございます。 

 

○鎌田聡委員 ちょっとコロナの関連になり

ますけれども、部長の説明の中でございまし

たように、今回は、第７波の状況の中で、飲

食店への支援がなかったんですよね。 

 この関係で、今の話とちょっと重複するか

もしれませんけれども、飲食店にどれだけ響

いたのか、ここで何か廃業とか――飲食店へ

の今までの支援があったからこそ持ちこたえ

とったところが、ここでなくなって大変なこ

とになったのかどうなのか、それか、飲食店

にはほとんど影響なかったのか、その辺の状

況をちょっと教えていただきたいと。 

 

○津川商工政策課長 商工政策課でございま

す。 

 商工政策課のほうで時短要請等に係る協力

金のほうを出しておりましたので、その関係

についてちょっとお答えを差し上げたいと思

います。 

 今回は、いわゆる時短がなかった関係で、

なかなか、協力金というものは、県のほうか

らもお出しすることはしておりません。 
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 そのような中で、倒産といいますか、店を

閉められた件数などについては、なかなか把

握しづらいところがございますけれども、そ

のような中でも、県といたしましては――市

町村において、いろんな需要喚起策として、

クーポンの発行などされている、また、県の

ほうでも、いろんな融資制度であるとか、そ

ういったもので支援をしてきたところでござ

います。 

 ただ、非常に苦しいという声は、こちらの

ほうにも届いておりまして、今後も、市町村

であるとか、もしくは関係団体さんと協力い

たしまして、必要な支援策についても検討し

てまいりたいというふうに思っております。 

 

○鎌田聡委員 飲食店のほうも、やっぱり感

染が広がってくると、なかなかお客さんが入

らなくなると、僕らも行かなくなるというよ

うな状況の中で、これまで協力金で何とかし

のいでいたのが、今回なかったわけですか

ら、大変やっぱり厳しい状況が続いたんじゃ

ないかなというふうに思っておりますので、

支援の在り方というのは、少しやっぱり考え

る必要もあるかと思いますけれども、そうい

った今までやっていたところに対しての支

援、これもしっかりと――今後、やっぱりこ

れからまた８波へ続く波が出てくるだろうと

思ってますので、ぜひ御検討いただきたいな

と思っております。 

 以上です。 

 

○中村亮彦委員長 ほかに質疑はありません

か。 

 

○橋口海平委員 産業支援課さんですかね、

すみません。 

 この経営状況の説明の７の５ページ、一番

下のくまもとベンチャーマーケットの開催と

あるんですが、これをちょっと詳しく教えて

いただけますでしょうか。 

 

○辻井産業支援課長 御質問ありがとうござ

います。産業支援課でございます。 

 くまもとベンチャーマーケットにつきまし

てでございますが、端的に申しますと、ピッ

チイベントみたいなものを御想像いただけれ

ばと思っております。起業化支援センターに

相談に来る企業等は、資金調達や販路拡大、

また、自社製品のＰＲの仕方について、非常

に困っているというような企業が多うござい

ます。こういった企業を何社かピックアップ

させていただきまして、同様の支援機関、金

融機関さんですとか、産業支援財団も含みま

すが、そういった方々や、もしくは大企業の

方々や中小企業の方々を集めさせていただき

まして、そこで投資候補となる企業からピッ

チイベントをしていただくというようなもの

になってございます。 

 

○橋口海平委員 ということは、このベンチ

ャーキャピタルというのは、もう投資家とい

うよりも大きな企業というようなイメージで

よろしいでしょうか。 

 

○辻井産業支援課長 大きな企業もございま

すし、あと肥銀キャピタルさんとか、そうい

ったベンチャーキャピタルさんも参加してい

ただいてございます。 

 

○橋口海平委員 県外からのベンチャーキャ

ピタルとかの参加というのは、どうだったん

でしょうか。 

 

○辻井産業支援課長 なかなか、過去のこれ

までの開催では、正直なところ県外からの参

加はございません。あっても少ないと思いま

す。 

 そこで、来月10月に、実は、東京のほう

で、このベンチャーマーケットを開催する予

定でございまして、熊本県内のベンチャーキ
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ャピタル、投資家だけではなく、東京の首都

圏のベンチャーキャピタルやそういった投資

家の方にも熊本の企業をＰＲするという機会

を設ける予定となっております。 

 

○橋口海平委員 まさに県外からどういうふ

うに投資家とかも興味を持ってもらう、とて

も大事なところだと思うので、ぜひ頑張って

いただきたいと思います。 

 以上です。 

 

○中村亮彦委員長 ほかに質疑ございません

か。 

 

○堤泰之委員 企業立地課さんにお尋ねです

けれども、今後の工業団地等の開発予定とい

うか、そういったものはどうなってますでし

ょうか。 

 

○工藤企業立地課長 企業立地課でございま

す。 

 現在、新規工業団地としまして、２か所検

討しております。整備を進めております。 

 具体的な場所につきましては、中九州横断

道路、今国土交通省のほうで進められており

ます、この沿線沿いで、合志市、それから菊

池市の１か所ずつ造りたいというふうに思っ

ております。現在、その整備に向けた準備を

進めているところでございます。 

 以上でございます。 

 

○堤泰之委員 規模的には、どれぐらいの規

模を考えてらっしゃいますか。 

 

○工藤企業立地課長 企業立地課でございま

す。 

 おおむね24、25ヘクタールのそれぞれ２か

所造りたいというふうに思っております。 

 

○堤泰之委員 ありがとうございます。 

 続けていいですか。 

 実は、私もちょっと不動産の関係している

ものですから、県内の企業さんにおいても、

増床あるいは事業用地の取得を目指していら

っしゃる企業が結構多い印象を受けておりま

す。 

 熊本地震後に成長されている産業も多くあ

る中で、そういったものに対する、既存の県

内企業に対する用地のアンケートというか、

意向に関しての調査というのはやってらっし

ゃいますでしょうか。 

 

○工藤企業立地課長 企業立地課でございま

す。 

 具体的なアンケートというのは取っており

ません。ただし、いろんなニーズ等につきま

して御要望があった際、例えば、市町村です

とか私どもに直接いらっしゃる際につきまし

ては、しっかりと御要望をお聴きしておりま

すので、そういったところからのニーズをく

み上げていきたいというふうに思っておりま

す。 

 以上でございます。 

 

○堤泰之委員 ありがとうございます。 

 

○中村亮彦委員長 ほかに質疑はございませ

んか。 

 なければ、以上で質疑を終了します。 

 それでは、説明員の入替えを行いますの

で、ここで５分間休憩いたします。再開は、

11時20分からといたします。 

  午前11時分16休憩 

――――――――――――――― 

  午前11時20分開議 

○中村亮彦委員長 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 それでは、ただいまから、本委員会に付託

されました議案第１号、第３号、第11号及び

第14号から第18号までについて、一括して採
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決したいと思いますが、御異議ありません

か。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり) 

○中村亮彦委員長 御異議なしと認め、一括

して採決いたします。 

 議案第１号外７件について、原案のとおり

可決または承認することに御異議ありません

か。 

  （「なし」と呼ぶ者あり) 

○中村亮彦委員長 御異議なしと認めます。

よって、議案第１号外７件は、原案のとおり

可決または承認することに決定いたしまし

た。 

 次に、閉会中の継続審査事件についてお諮

りいたします。 

 議事次第に記載の事項について、閉会中も

継続審査することを議長に申し出ることとし

てよろしいでしょうか。 

  （「はい」と呼ぶ者あり) 

○中村亮彦委員長 御異議なしと認め、その

ように取り計らいます。 

 次に、その他に入ります。 

 執行部から報告の申出が１件あっておりま

す。 

 まず、報告について、執行部の説明を求め

た後、質疑を受けたいと思います。 

 それでは、報告をお願いします。 

 

○津川商工政策課長 商工政策課でございま

す。 

 今年度上期に新型コロナの県経済の影響を

把握するため、シンクタンクの地方経済総合

研究所と合同で調査を実施し、その結果がま

とまりましたので、御報告いたします。 

 Ａ３カラーの新型コロナウイルス感染症に

よる熊本県経済への影響等に関する共同調査

等の結果の概要についてというペーパーを御

覧ください。 

 まず、調査方法ですが、県内の事業所約

4,000社に対し調査票を郵送し、約1,200社の

回答がありました。 

 アンケート調査では、コロナ以前と比較し

た売上げの状況や、これまでに行政が実施し

てきたコロナ対策の活用状況、評価について

回答をもらいました。 

 まず、①の売上げの状況ですが、全体で

は、約半数の事業者が、コロナ以前と比較し

て売上げが減少したとの回答でした。業種別

では、赤線で囲っておりますが、特に宿泊業

と飲食業で、約７割の事業者が50％以下に減

少したということで回答をいただいてます。 

 次に、下段の②の売上げの増減理由をお願

いいたします。 

 全体では、約65％の事業者が、増減理由と

してコロナ禍の影響との回答でした。 

 ここで、県内地域別で見てみますと、赤線

で囲っておりますけれども、上益城地域と球

磨地域では、コロナによる影響の割合が他の

地域と比較して低く、その他の理由として、

上益城は、熊本地震による復興工事の減少、

球磨では、令和２年７月豪雨災害による影響

が挙げられています。 

 続きまして、右上をお願いいたします。 

 ③行政によるコロナ対策への評価です。 

 全体としては、半数を超える事業者から評

価できるとの回答をいただいております。一

方で、約15％の事業者からは、あまり評価で

きない、評価できないとの回答でした。 

 特に、業種別で見てみますと、飲食店の40

％から、あまり評価できない、評価できない

との回答をいただきました。これは、飲食業

に対する時短要請に対して、厳しい評価をい

ただいたものだというふうに推察しておりま

す。 

 下段の丸のところですけれども、評価の理

由について、具体の解答例を載せておりま

す。 

 次の④ですが、不足または今後希望する支

援策としては、補助金や感染防止対策のほ

か、金融支援や人流回復、消費喚起策を求め
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る声が大きいことが挙げられております。 

 裏面をお願いいたします。 

 このアンケート調査のほか、事業者との意

見交換も実施しております。 

 意見交換では、まん延防止等重点措置解除

後も客足が伸び悩んでいること、団体客等観

光需要の減少、また、工場等の部品等の調達

支援などのほか、現在、世界的な燃料、原料

等高騰の影響が大きくなっているとの意見が

多くありました。 

 行政への要望としては、助成金等の支給、

資金繰り支援、人流増加、消費喚起策の実

施、物価高騰対策への要望等がありました。 

 最後に、ホテルに対してのアンケート調査

も行っております。 

 コロナ感染拡大後、ホテルの2020年の売上

げは、19年比で３～４割と、大きく落ち込ん

でおります。21年は、若干持ち直したもの

の、19年比で４～５割と、依然厳しい状況が

続いている、特に、宴会部門が最も影響が大

きく、減資や業務見直しを行わざるを得ない

状況とのことでした。 

 要望としては、縮小した人員の今後の確保

対策、規制や制限の緩和、観光需要喚起策や

経営支援の要望が寄せられております。 

 調査概要の説明は以上となりますが、今回

の調査結果につきましては、今後のコロナ対

策のほか、国の経済対策を活用した県経済の

回復に向けた取組に生かしてまいりたいと考

えております。 

 以上でございます。 

 

○中村亮彦委員長 以上で、執行部の報告が

終わりましたので、質疑を受けたいと思いま

す。質疑はありませんか。 

 

○髙野洋介委員 １点だけ要望させていただ

きます。 

 新型コロナウイルスの影響は分かりまし

た。ただ、今後、新型コロナウイルスも大変

懸念されますが、恐らく原材料の物価高騰が

これから非常にピックアップされると思いま

すので、そこの詳細も、調査のほうもお願い

をしたいなと思っております。当然、地域別

にする必要ないと思ってます。もう全国、世

界的にも問題になってますので、業種別で少

し詳細な枠組みをしてもらって、それからい

ろんな詳細についての調査をしていただきた

いと思いますので、一応要望しときます。 

 以上です。 

 

○中村亮彦委員長 ほかに質疑はありません

か。 

 

○吉永和世委員 新型コロナ感染症による県

経済への影響ということで御説明いただいた

んですけれども、個人的な分で言いますと、

今まで家にいなかった人間がもうほぼ家にい

るようになって、それこそ大きな環境変化な

んですけれども、これからまた家にいなくな

るような、そんな状況が、私の中ではもう想

像できないようになっているんですよね。 

 だから、経済をよくするためには、やはり

元に戻すということならば、これはまた個人

的にすごく労力が要るというか、精神的にも

なんですけれども、そこら辺って非常に、ま

た元に戻すための労力というか、やり方とい

うか、施策というか、非常に何か難しいよう

な気もするんですよね。 

 ですから、影響を受けて改善するところも

あるんでしょうけれども、改善しにくい業種

というのも、これは出てくるのかなって思う

んですけれども、そこら辺のその改善へ持っ

ていく何かその策というか、そこら辺という

のは何かお持ちですか。 

 

○津川商工政策課長 非常に難しい課題であ

ると思いますけれども、やはり今までコロナ

によって、非常に県民の皆さん一人一人が縮

こまっているといいますか、やはりどうして
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も外に向けて活動できないということで、非

常にそういった面で経済活動が減少してきて

いるという面が大きいかなと思っておりま

す。 

 ただ、コロナがある程度収まった後でも、

ニューノーマルという形で、新しい生活様式

であるとか、行動様式というものは、やはり

変わってきているのかなとは思いますけれど

も、やはりそういうものも含めた上で、これ

から新しく観光の需要喚起策等も国において

も大きく行われるということもありますし、

そういった中で、県経済の状況についても、

やはり見ていって、弱いところについては、

必要な対策等については、適時検討していき

たいというふうに思ってるところでございま

す。 

 

○吉永和世委員 本当、しっかり対応してい

かないと、なかなか簡単に、コロナの感染で

受けた影響というのは、回復しづらい部分が

あるのかなというふうに思いますので、そこ

ら辺は、もう本当大変でしょうけれども、し

っかりと対応いただくという形で頑張ってい

ただきたいなというふうに思います。 

 我々県議会のほうも、ただ頑張れ頑張れじ

ゃなくて、しっかりと連携取りながら対応し

ていくということが大事だと思いますので、

本当、まだコロナは収束したわけじゃないん

ですけれども、今、収束後、ウィズコロナと

いうんですかね、それに向けてしっかりと準

備をできることはしっかりやっていくという

形で、ぜひお願いしたいと思います。 

 観光等の部分も非常に難しいでしょうけれ

ども、しっかりと対応いただきますように、

よろしくお願いしたいと思います。 

 

○中村亮彦委員長 よろしいですか。 

 ほかにございますか。 

 

○鎌田聡委員 コロナによる県経済の影響と

いうことでいただいた資料の中に、雇用への

影響が、どれだけ解雇とかそういった状況に

つながっているのかということと併せて、雇

用調整助成金とか雇用維持奨励金、こちらの

問いもありますけれども、こういったもので

のやっぱりつなぎ止めも大きかったんじゃな

いかなと思ってますけれども、これからそう

いったものの特例あたりが外されたときにど

れだけ影響出てくるのか、非常に心配をして

おりますけれども、雇用への影響というのは

どういう状況なんでしょうか。 

 

○津川商工政策課長 今回は、企業様に対し

て、主に事業者の皆様に対して照会をしてい

るものでございますけれども、その中で、国

の雇用関係のいろんな支援策についても、活

用状況等を確認しているところでございま

す。で、おおむね評価をいただいているとこ

ろではございますけれども、雇用がどれだけ

それによって減少したかというところまで

は、今回の調査の中では把握をしてないとい

うところでございます。 

 

○鎌田聡委員 今回の調査で把握されてない

とのことでありますけれども、これは中身を

見ると、雇用維持のための国の支援とか県の

支援が、７割ぐらいのところが必要なかった

とか不要だったというようなことでもありま

すし、条件の不一致とかそういったのもあり

ますので、これから経済が回復してきた状況

の中で、先ほど言いましたように、こういっ

た特例措置あたりが外されたときの影響とい

うのを非常にやっぱり懸念しますから、どう

いう形の雇用維持策が必要なのかということ

も含めて、ぜひ検討いただきたいので、そう

いったところの情報収集というか、企業に対

する、ぜひその辺もお願いしておきたいと思

いますので、ぜひしっかりと対応いただきま

すようにお願いします。 
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○中村亮彦委員長 ほかにございませんか。 

  （「ありません」と呼ぶ者あり) 

○中村亮彦委員長 なければ、これで報告に

対する質疑を終了します。 

 最後に、その他のその他に入りますが、本

日は、３密を防ぐため、出席職員を限定して

おりますので、この場で回答できない場合

は、後日文書等で回答させていただくことと

いたしますので、御理解と御協力をよろしく

お願いいたします。 

 それでは、委員の先生方から何かございま

せんか。 

 

○鎌田聡委員 多分、課長は入っとんなはら

ぬけん、分かるか分かりませんが、消費者庁

の記者会見の中で、要は、都道府県の消費生

活センターに、旧統一教会関係の人から、こ

のセンターに来てとか問合せをしながら、ど

ういった相談があっているのかということの

何か聞き取りあたりがあったというような報

道がなされておりますけれども、熊本県での

状況をちょっと教えていただきたいと思いま

す。 

 

○小原環境生活部長 環境生活部でございま

す。 

 全国の調査で、全47都道府県にということ

で報告されてますけれども、本県には、８月

中に団体の方が来られたと、消費生活センタ

ーの窓口に来られたというふうに担当課から

聞いております。 

 その際には、具体的な相談とか内容があれ

ば教えてほしいということだったんですが、

当然ながら、消費生活の相談内容というの

は、我々守秘義務があるというか、本人が当

事者とのあっせんとかを要望されれば、当然

当事者とお話するんですけれども、そういう

ことがない限りは、第三者というか、ほかの

方に教えることはありませんので、一切答え

られませんということで対応しております。 

 以上でございます。 

 

○鎌田聡委員 分かりました。もちろん、普

通、別のところも、団体も含めてそういった

相談内容を聞きにきても、それは教えられな

い話だろうと思いますけれども、それをあえ

て聞きに来るというのがちょっと考えられな

い行為でありますが、熊本県には８月中に来

られたということですね。はい、分かりまし

た。 

 

○中村亮彦委員長 ほかにございませんか。 

 

○橋口海平委員 旅割というんですかね、い

わゆる熊本で言うと再発見の旅についてちょ

っと聞きたいんですが。先日、ちょっと日向

に行ったときに宿泊したときに、大分クーポ

ン券を7,000円分ぐらい頂いたんですね。多

分、県のが4,000円と町が3,000円。こんな割

引があるんだったら、県内ちょっと家族で行

ってみようかなと思ったときに、ほかの県で

検索すると結構割引が多かったんですよね。

県内のほうは割引が少なかったんですが、そ

れは何か他県とやっぱり全然違うものなんで

しょうか。 

 

○川㟢観光企画課長 観光企画課でございま

す。 

 観光振興課で旅行需要喚起策をやっており

ますけれども、すみません、私のほうで少し

答えられる分だけ答えさせていただきます。 

 クーポン券は、これは、県が実施する分と

市町村が独自の財源を持ってやる部分という

のもございますので、その訪問旅行先の市町

村によっては、市町村から支援がまたプラス

してされるというところで、そこで大幅に3,

000円でしたり4,000円とか、今委員がおっし

ゃった7,000円とか、そういったケースは考

えられるところです。 
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○橋口海平委員 何が言いたいかというと、

これから全国のＧｏＴｏみたいなのが出てき

たときに、多分旅行者の奪い合いみたいな形

が起こってくるんじゃないかなと、そのクー

ポンが高いところにたくさん行くんじゃない

かなと思っているので、他県とかの状況とか

もちゃんと把握してやっていただければなと

思っております。要望です。 

 すみません、それともう１点よろしいです

か。 

 ６月議会で、内野議員がＴＳＭＣ進出に伴

う台湾事務所の開設という質問をされまし

た。そのときに、知事は検討していくという

ようなお話があったんですが、なかなか答え

づらいと思いますが、検討状況って、これは

どのようになっているんでしょうか。 

 

○久原観光交流政策課長 観光交流政策課で

ございます。 

 ６月議会で内野議員から質問をいただきま

して、今後に向けて検討を進めていくという

ふうに回答させていただいたかと記憶してお

ります。 

 現在の状況なんですけれども、まず、台湾

に独自事務所を持つような自治体も幾つかご

ざいまして、そちらのほうの調査などをやっ

ているところでございます。まだそこらあた

りの詳細な内容を聞き取っているような途中

の段階でございますので、また今後に向け

て、そのような調査、検討を進めていくとい

うようなことでございます。 

 

○橋口海平委員 この台湾事務所、私も必要

なことだろうなと思っておりますので、ぜひ

前向きに検討を進めていっていただければと

思います。要望です。 

 

○中村亮彦委員長 ほかに。 

 

○吉永和世委員 すみません。ちょっと最近

聞いた話といいましょうか、コロナの影響

と、あるいは燃油高騰の影響というか、それ

によって運送関係の業種ですよね、それに対

して補助金を出している県と出してない県

と、あるいは出している市町村、出してない

市町村あるんですけれども、熊本県におい

て、そこら辺の検討というのはなされたんで

すか。そこをちょっと教えていただきたいん

です。 

 

○篠田商工振興金融課長 商工振興金融課で

ございます。 

 吉永委員が今言われたように、実際、都道

府県でやっている県もあるというふうに、全

国調査をしておりますので、分かっておりま

す。 

 我々も、この９月議会に向けましても、一

旦検討いたしました。結果的に、話として

は、この予算議案にはのせなかったというこ

とにしておりますけれども、また、今度国の

ほうでコロナの関係の交付金が新しく来ると

いう話もございます。そういったことも含め

まして、今後、継続して検討してまいりたい

というふうに考えているとこでございます。 

 

○吉永和世委員 検討というのは、出す方向

で検討するということですか。 

 

○篠田商工振興金融課長 県庁全体で、商工

部門と総務部門、あと交通の部門もあります

ので、そういったところと一緒になって検討

してまいりたいというふうに考えているとこ

ろでございます。 

 

○吉永和世委員 私の地元水俣市は、今回出

すという形でやっているんですよね。県は全

くその辺はないということで、これは市単独

でやっているという形なんですかね。県はも

う一切関係ないということなんですか。 
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○篠田商工振興金融課長 商工振興金融課で

ございます。 

 コロナの交付金は、県にも来ますし、市町

村にも配られるという形になっておりますの

で、そういった財源を使われて市町村でもや

っておられるのかなというふうに思っており

ます。 

 

○吉永和世委員 県も、出している県もある

んですから、そこら辺しっかりと、ましてや

運送関係というのは、結構熊本県も多いんだ

ろうと思いますので、そこら辺ちょっと前向

きな検討で、しっかりと結果を早く出してい

ただければなと思いますので、よろしくお願

いしたいと思います。 

 

○中村亮彦委員長 ほかに何かありません

か。 

  （「ありません」と呼ぶ者あり) 

○中村亮彦委員長 なければ、以上で本日の

議題は終了いたしました。 

 最後に、要望書が６件提出されております

ので、参考としてお手元に写しを配付してお

ります。 

 それでは、これをもちまして第４回経済環

境常任委員会を閉会いたします。 

  午前11時41分閉会 
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